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令和５年５月分から下水道使用料が変わります。

　令和５年５月分から下水道使用料の改定をいたします。今後もなお一層の経費縮減を図りながら健全運営に努めますのでご理解をいただきますようお願いいたします。なお、新料金（下水道使用料）は令和５年５月納付分（４月使用分）から適用します。
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※１）水道水以外の水とは
自家水（井戸水、山水等）で、市の管理する下水道施設（公共下水道、農業集落排水、
浄化槽、コミュニティ・プラント、簡易排水）に流入するものが対象です。
※２）下水道使用料とは
公共下水道使用料、農業集落排水使用料、合併浄化槽使用料、簡易排水使用料、コミュ
ニティ・プラント使用料の総称です。
[image: image9.emf]＜　問い合わせ先　＞

上下水道局 営業課 〒699-1333　雲南市木次町下熊谷1107番地 電話：0854-42-5322

FAX：0854-42-5129

メール：suidou-eigyou@city.unnan.shimane.jp



○　新しい下水道使用料（1か月あたり）



（１）「水道水のみ」を使用する場合
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　水道水のみを使用する場合は、使用水量をもとにした従量制となります。

　料金は次ページの早見表でご確認ください。



（２）「水道水以外の水のみ」を使用する場合

	家族数
	１人
	２人
	３人
	４人
	５人
	６人
	７人
	ｎ人


	水道水以外の

水のみ
	6㎥
	12㎥
	18㎥
	24㎥
	30㎥
	36㎥
	42㎥
	ｎ×6㎥


[image: image11.emf]＜　問い合わせ先　＞

上下水道局 営業課 〒699-1333　雲南市木次町下熊谷1107番地 電話：0854-42-5322

FAX：0854-42-5129

メール：suidou-eigyou@city.unnan.shimane.jp

　1か月に1人が使用する平均水量をもとに、住民基本台帳の人数に応じた従量制となります。ただし、世帯分離されている場合は、合算した人数となります。
　4人家族であれば、24㎥使う計算となります。

　料金は次ページの早見表でご確認ください。



（３）「水道水以外の水」と「水道水」を併用する場合

	家族数
	１人
	２人
	３人
	４人
	５人
	６人
	７人
	ｎ人

	水道水以外の水と水道併用
	3㎥
	6㎥
	9㎥
	12㎥
	15㎥
	18㎥
	21㎥
	ｎ×3㎥

	
	＋　水道の使用水量
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　１か月に１人が使用する平均水量をもとに、住民基本台帳の人数に応じた水量と、水道使用水量を合算した従量制となります（ア）。
　ただし、合計した汚水量が１人あたり6㎥を超える場合は、１人あたり6㎥を上限とした汚水量とします（イ）。また、すでに水道使用量がこの上限以上の場合は、水道使用量に3㎥を加えた水量を汚水量とします（ウ）。いずれの場合も、世帯分離されている場合は、合算した人数となります。
○　4人家族で水道水以外の水と水道水を併用する場合をもとに説明します。

（ア）水道使用量12㎥の場合
→　4人×3㎥＋12㎥＝24㎥　→　24㎥
（イ）水道使用量20㎥の場合
　　　1人あたり6㎥を上限とします。
　→　4人×3㎥＋20㎥＝32㎥　→　この場合24㎥（4人×6㎥）を上限とする
（ウ）水道使用量30㎥の場合
　　　 水道使用量に3㎥を加えた水量とします。
　→　4人×3㎥＋30㎥＝42㎥　→　この場合33㎥（30㎥＋3㎥）とする
料金は次ページの早見表でご確認ください。

· 下水道使用料の単価表（令和５年４月１日改定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

	区分
	汚水の量
	使用料
（消費税込）

	基本料金
	
	8
	㎥
	までの分
	1,207円

	超過料金

（１㎥につき）
	
	8
	㎥
	を超え
	
	20
	㎥
	までの分
	173.8円

	
	
	20
	㎥
	を超え
	
	50
	㎥
	までの分
	237.6円

	
	
	50
	㎥
	を超える分
	298.1円



[image: image3.emf]水量㎥ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1,207 1,207 1,207 1,207 1,207 1,207 1,207 1,207 1,207 1,381

10 1,555 1,729 1,903 2,076 2,250 2,424 2,598 2,772 2,945 3,119

20 3,293 3,531 3,768 4,006 4,243 4,481 4,719 4,956 5,194 5,431

30 5,669 5,907 6,144 6,382 6,619 6,857 7,095 7,332 7,570 7,807

40 8,045 8,283 8,520 8,758 8,995 9,233 9,471 9,708 9,946 10,183

50 10,421 10,719 11,017 11,315 11,613 11,911 12,210 12,508 12,806 13,104

60 13,402 13,700 13,998 14,296 14,594 14,892 15,191 15,489 15,787 16,085

70 16,383 16,681 16,979 17,277 17,575 17,873 18,172 18,470 18,768 19,066

80 19,364 19,662 19,960 20,258 20,556 20,854 21,153 21,451 21,749 22,047

90 22,345 22,643 22,941 23,239 23,537 23,835 24,134 24,432 24,730 25,028

100 25,326 25,624 25,922 26,220 26,518 26,816 27,115 27,413 27,711 28,009

110 28,307 28,605 28,903 29,201 29,499 29,797 30,096 30,394 30,692 30,990

120 31,288 31,586 31,884 32,182 32,480 32,778 33,077 33,375 33,673 33,971

130 34,269 34,567 34,865 35,163 35,461 35,759 36,058 36,356 36,654 36,952

140 37,250 37,548 37,846 38,144 38,442 38,740 39,039 39,337 39,635 39,933

150 40,231 40,529 40,827 41,125 41,423 41,721 42,020 42,318 42,616 42,914

（単位：円）

○ 下水道使用料早見表（１か月あたり）


　例えば、1か月で22㎥を使用したとすると、縦の水量「20」と横の水量「2」の交わる欄の3,768円が1か月あたりの料金となります。
　上記以上の水量の場合は、別途お尋ねください。



○　水道の検針にあわせて下水道使用料の計算を行ないます。

　これに伴い水道使用量検針の際の「お知らせ票」に下水道使用料等も記載されます。

　なお、合併浄化槽をご使用の方は、電気料金として月額４００円が控除されます。
○　このような場合はご相談ください。

　水道水を使用している場合で、営業等で下水道に排水しない多量の水道水をお使いの場合はご相談ください。なお、洗車、水やり、菜園等少量の場合は料金の対象となります。
　少量の自家水使用の場合でも併用となります。このような場合は水道水への切替をお薦めしております。
○　下水道使用者の変更をするときは・・・
下水道使用開始・中止・変更届を提出してください。
上下水道局または各総合センターに備えております。

○　下水道使用料の支払口座、支払方法を変更するときは・・・
◇口座振替にする場合
◇振替口座を変更する場合
市内の島根県農業協同組合、山陰合同銀行、島根銀行、しまね信用金庫、中国労働金庫、ゆうちょ銀行の窓口に備えております「雲南市口座振替依頼書（自動振込利用申込書）」に必要事項の記入、押印のうえ、金融機関の窓口へ提出してください。
○　下水道施設を末永く維持していくために・・・
現在の施設を良好に維持していくために、下記のことにご注意ください。

	台所では野菜くずや残飯は流さないでください。
野菜くず、ご飯の残りや爪楊枝、果物の種等を流すと詰まりの原因になります。三角コーナーなどで一度集めて、燃えるごみとして出すか、コンポストで堆肥にしましょう。分離桝設置区域では、桝の確認を定期的にお願いします。
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	水洗トイレではトイレットペーパーのみ使用してください。
水に溶けない紙やタオル、紙おむつや生理用品、タバコやガムなどを流すとマンホールでの詰まりや浄化機能低下の原因になります。また、市販されている便座除菌シートも、水に溶けるには相当の時間がかかりますので、燃えるゴミとして処分してください。

	てんぷら油などの廃油は流さないでください。
てんぷら油やサラダ油などの廃油は、宅内配管、下水管を詰まらせる大きな原因です。さらに、処理場や浄化槽の機能を大幅に低下させてしまいます。紙で拭き取るか、市販の固形剤で固めた後、燃えるゴミとして処分してください。
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	洗剤は適切に使用してください。
洗剤の使用に当たっては、その用法・用量を守り、計量カップや計量キャップ等により正しく使用するよう心がけてください。
使いすぎにご注意ください。

	有害・有毒・危険物は流さないでください。
マンホールや桝、下水管、浄化槽などにガソリン、シンナー、アルコール類など揮発性の高い危険物を流すと内部で爆発を引き起こす可能性があります。絶対に流さないでください。
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下水道使用料について





（１）「水道水のみ」を使用する場合





水道使用水量をもとにした従量制となります。





（２）「水道水以外の水のみ」を使用する


場合





1か月に1人が使用する平均水量から、住民基本台帳人数に応じた従量制となります。





（３）「水道水以外の水」と「水道水」を併用する場合





1か月に1人が使用する平均水量をもとに、住民基本台帳人数に応じた水量と、水道使用水量を合算した従量制となります。ただし、合計した汚水量が1人あたり6㎥を超える場合は、水道使用量に応じた水量とします。
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		○ 下水道使用料早見表（１か月あたり） ゲツ

		（単位：円） タンイエン

		水量㎥ スイリョウ		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		0		1,207		1,207		1,207		1,207		1,207		1,207		1,207		1,207		1,207		1,381

		10		1,555		1,729		1,903		2,076		2,250		2,424		2,598		2,772		2,945		3,119

		20		3,293		3,531		3,768		4,006		4,243		4,481		4,719		4,956		5,194		5,431

		30		5,669		5,907		6,144		6,382		6,619		6,857		7,095		7,332		7,570		7,807

		40		8,045		8,283		8,520		8,758		8,995		9,233		9,471		9,708		9,946		10,183

		50		10,421		10,719		11,017		11,315		11,613		11,911		12,210		12,508		12,806		13,104

		60		13,402		13,700		13,998		14,296		14,594		14,892		15,191		15,489		15,787		16,085

		70		16,383		16,681		16,979		17,277		17,575		17,873		18,172		18,470		18,768		19,066

		80		19,364		19,662		19,960		20,258		20,556		20,854		21,153		21,451		21,749		22,047

		90		22,345		22,643		22,941		23,239		23,537		23,835		24,134		24,432		24,730		25,028

		100		25,326		25,624		25,922		26,220		26,518		26,816		27,115		27,413		27,711		28,009

		110		28,307		28,605		28,903		29,201		29,499		29,797		30,096		30,394		30,692		30,990

		120		31,288		31,586		31,884		32,182		32,480		32,778		33,077		33,375		33,673		33,971

		130		34,269		34,567		34,865		35,163		35,461		35,759		36,058		36,356		36,654		36,952

		140		37,250		37,548		37,846		38,144		38,442		38,740		39,039		39,337		39,635		39,933

		150		40,231		40,529		40,827		41,125		41,423		41,721		42,020		42,318		42,616		42,914

		160

		170

		180

		190

		200

				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		0		920		920		920		920		920		920		920		920		920		1,050

		10		1,180		1,310		1,440		1,570		1,700		1,830		1,960		2,090		2,220		2,350

		20		2,480		2,660		2,840		3,020		3,200		3,380		3,560		3,740		3,920		4,100

		30		4,280		4,460		4,640		4,820		5,000		5,180		5,360		5,540		5,720		5,900

		40		6,080		6,260		6,440		6,620		6,800		6,980		7,160		7,340		7,520		7,700

		50		7,880		8,110		8,340		8,570		8,800		9,030		9,260		9,490		9,720		9,950

		60		10,180		10,410		10,640		10,870		11,100		11,330		11,560		11,790		12,020		12,250

		70		12,480		12,710		12,940		13,170		13,400		13,630		13,860		14,090		14,320		14,550

		80		14,780		15,010		15,240		15,470		15,700		15,930		16,160		16,390		16,620		16,850

		90		17,080		17,310		17,540		17,770		18,000		18,230		18,460		18,690		18,920		19,150

		100		19,380		19,610		19,840		20,070		20,300		20,530		20,760		20,990		21,220		21,450

		110		21680		21910		22140		22370		22600		22830		23060		23290		23520		23750

		120		23980		24210		24440		24670		24900		25130		25360		25590		25820		26050

		130		26280		26510		26740		26970		27200		27430		27660		27890		28120		28350

		140		28580		28810		29040		29270		29500		29730		29960		30190		30420		30650

		150		30880		31110		31340		31570		31800		32030		32260		32490		32720		32950

		160		33180		33410		33640		33870		34100		34330		34560		34790		35020		35250

		170		35480		35710		35940		36170		36400		36630		36860		37090		37320		37550

		180		37780		38010		38240		38470		38700		38930		39160		39390		39620		39850

		190		40080		40310		40540		40770		41000		41230		41460		41690		41920		42150

		200		42380		42610		42840		43070		43300		43530		43760		43990		44220		44450
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		＜　問い合わせ先　＞ トアサキ
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